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令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日                        

こども未来部保育計画課 

 

保育施設検査の状況について 

１ 経 緯 

平成２７年度４月より子ども・子育て支援法が本格実施され、特定

教育・保育施設、特定地域型保育事業に対する検査権限が区市町村に

付与されたことから、区では、「江東区特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業者に係る検査実施要綱」を整備するともに、平成２８

年４月には「江東区認可外保育施設に係る検査実施要綱」を整備し、

これに基づき各認可保育施設と要綱に規定する各認可外保育施設への

検査を実施した。さらに、令和 2 年度より、「江東区特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業所並びに特定子ども・子育て支援施設等

に係る検査実施要綱」を整備し、幼児教育・保育の無償化に伴いあら

たに検査権限が付与された特定子ども・子育て支援施設等に検査を実

施した。  

 

２ 実施状況  

（１）実施期間 令和２年７月～令和３年３月まで  

（２）検査実施施設数  

 
認 可  

保育所  

小規模  

保 育  

事 業  

認 証  

保育所  

その他  

認可外  

無償化

対 象  

認可外  

合 計  

一般検査（Ⅰ型）  ３８  ０  ５  ４   ４７  

一般検査（Ⅱ型）  １１３  １８  ３４  ４  ２３  １９２  

特 別 検 査    １  ０  ３  １  ０  ５  

合 同 検 査   ４      ４  

  合  計  １５６  １８  ４２  ９  ２３  ２４８  
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※緊急事態宣言が発出された際は、実地検査から書面検査に変更す

るなど、新型コロナウイルス感染症対策を図りながら検査を実施

した。 

※検査項目で専門性の高い会計に関する項目について一部業務委託

を行った。 

※「特別検査」とは、重大な法令違反や一般検査において改善が認

められない、または正当な理由なく一般検査を拒否した施設にお

いて実施する検査 

※「合同検査」とは、児童福祉法に基づく東京都の指導検査と、子

ども・子育て支援法に基づく区市町村の検査を合同で行うもの 

 

（３）検査実施による指摘事項 

① 文書指摘事項  

    福祉関係法令及び通達等に違反する場合（軽微な違反は除

く。）は、原則として「文書指摘」とする。 

認可保育所・小規模保育所への指摘の具体事項例  件数  

防災対策の状況  ７  

調理従事者の健康管理  ７  

委託費の運用  ４  

利用者負担の状況  ４  

施設運営全般  ２  

調理業務委託の状況  ２  

その他  １４  

合  計  ４０  

 

その他保育所への指摘の具体事項例  件数  

施設長（園長）の責務  ７  

防災対策の状況  ５  

保育士の適正配置  ５  

利用者への情報提供  ４  

園児の健康の状況  ４  
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その他  ２０  

合  計  ４５  

 

  ② 口頭指導事項  
福祉関係以外の法令又はその他の通達等に違反する場合は、原

則として「口頭指導」とする。 

認可保育所・小規模保育所への指摘の具体事項例  件数  

防災対策の状況  ２４  

施設運営全般  １４  

職員の健康管理  １２  

食事の提供の状況  １１  

労務管理  ６  

会計経理の状況  ５  

その他  ４７  

合  計  １１９  

 

その他保育所への指摘の具体事項例  件数  

防災対策の状況  ８  

労務管理  ７  

職員の健康管理  ５  

規定等の整備  ２  

その他  １５  

合  計  ３７  

 

（４）指導検査体制  
係長級以上の職にある者を長とし、事務職、福祉系専門職等の３

名以上（Ⅱ型は２名以上）で検査班を編成し行う。 

「運営管理」「保育内容」「会計経理」の各事項について検査を

実施。 
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３ 検査後の取扱い 

 検査結果を施設長あてに文書で通知し、文書指摘事項については

原則３０日以内に改善状況報告書の提出を求めるとともに、必要に

応じて事情聴取し改善を指導する。改善を求めたすべての施設にお

いて、概ね期限内に改善の状況を確認済である。 

 

４ 今後の課題 

 施設検査を区内保育施設の保育の質の向上へ確実につなげるため、

職員個々の検査に必要な知識や検査技術のさらなる習得に努めると

ともに、検査マニュアルの精度をあげ、より適切な検査実施を図っ

ていく。 

また、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、新 

規開設園に対して、開設前事務説明会や開設後の巡回訪問を実施す 

るとともに、運営指導を確実に行い、適正な園運営の実施につなげ 

ていく。 


